
　農地について、所有権や賃借権などの権利を持っている者は、農業上の適正かつ効率的な
利用を確保する義務があります。

適正かつ効率的な利用の例
　例 1）自分で耕作する　　例２） 他者に貸して耕作してもらう
　　　他者に貸付する場合、農地法に基づく手続きが必要です。自分で耕作ができない、借りる人もいないな
　ど、今後どうしていいかわからない場合は、そのまま放置せずにご相談ください。
　長期間農地を放置したことで不利益になる例
　例 1）地域住民とのトラブルになる（草木の繁茂により、ハブが住み着くなど）
　例２）農地に復元するために多額の費用が発生する（不法投棄など）

【お問い合わせ】　西原町農業委員会　☎ 945-5281

【お問い合わせ】　総務部生活環境安全課　環境保全係　☎ 945-5018

【お問い合わせ】　農業委員会　☎ 945-5281
　　　　ＪＡおきなわ西原支店　☎ 945-5225

農業者年金に加入しませんか農業者年金に加入しませんか農業者年金に加入しませんか農業者年金に加入しませんか
国民年金の第１号被保険者で60歳未満、年間60日以
上農業に従事している方はだれでも加入できます。
詳細は、農業者年金基金のホームページをご覧ください。

農地を所有（使用）している方へ農地を所有（使用）している方へ

生後91日以上の犬を飼っている家庭は必ず登録し、予防注射を受けさせてください。
【日 程】　※午前・午後とも、受付開始直後は混雑が予想されます。

●1ヶ月以内に他のワクチン接種を受けたり、体調に不安がある場合は、主治医の獣医師に相
　談してください（予防接種後２、３日は安静にし、交配、シャンプーは避けてください）。
●リード・首輪を抜けないように必ず着けてください。胴輪（ハーネス）はダメです。
●犬をしっかりと制御できる（犬の力に負けない）人が連れてきて、他の犬に対して攻撃的な
　犬は必ず口輪を着けてきてください。
●糞をした場合は、飼い主の責任で持ち帰ってください。
●首輪に鑑札がついているか確認してください。紛失の場合は、再交付の申請をしてください。

料　金

※ 平成30年３月2日以降にすでに予防注射を受けている場合は、注射済票交付
　 のみの料金となります。病院で交付される証明書を持参してください。
※ おつりのないようにご協力をお願いします。

・予防注射　3,200円（注射済票交付のみの方は550円）
・新規登録　3,000円（鑑札票再交付の方は、  1,600円）

第１回 
第２回
第３回

４月22日（日）
 ５月27日（日）
６月24日（日）

注射を受ける
ときの
注意事項

西原町民 体育館
西原町役場玄関前
西原町民 体育館
西原町役場玄関前

注射会場へは、
送付されたハガキを
ご持参ください。

西原生まれ西原育ちの

スタッフでがんばっています!!
西原生まれ西原育ちの

スタッフでがんばっています!!

ちゅらら工房見て下さい

無料見積!! 無料相談!!
西原町リフォーム補助金制度交付金最高20万円

平成30年度　町税等納期限（口座振替日）一覧表

介護保険料

後 期 高 齢 者
医 療 保 険 料
国民健康保険税

15 広報にしはら No.554 H30.4.1 14広報にしはら No.554 H30.4.1

種　目

種　目

町税等の納付に、便利で確実な口座振替をおススメします町税等の納付に、便利で確実な口座振替をおススメします町税等の納付に、便利で確実な口座振替をおススメします町税等の納付に、便利で確実な口座振替をおススメします
● 金融機関が開いている時間に行けない

口座振替の登録をしておけば、納期ごとに口座から引落されるので、便利で確実！

口座振替の申込先
・沖縄県農業協同組合　・沖縄海邦銀行　・ゆうちょ銀行　・琉球銀行
・沖縄県労働金庫　　　・沖縄銀行　　　・コザ信用金庫
（必要なもの）
・通帳・通帳印鑑（銀行届出印）・納税通知書・口座振替申込書

（注意事項）
※口座振替日の前に残高を確認してく
ださい。

※期限が過ぎている町税は口座振替で
きませんのでご注意ください。

● 最寄の金融機関が遠くて
　通うのがたいへん

● 現金を持ち運ぶのが不安

● うっかり忘れていて納期限を
　過ぎてしまった　

7月 2 日
5月 1 日
5月31日

7月31日

7月31日

8月31日
7月31日

8月31日

8月31日

町 県 民 税
固 定 資 産 税
軽 自 動 車 税

納　　　　期　　（　口　座　振　替　日　）

納　　　　期　　（　口　座　振　替　日　）

第1期

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期

（7月17日）（8月15日）

10月31日
12月25日

9月28日

10月 1 日

（9月18日）
2月28日

2月28日

（2月15日）
1月31日

1月31日

（1月15日）
3月29日

（3月15日）

1月31日
2月28日

10月31日

10月31日

（10月15日）
11月30日

11月30日

（11月15日）
12月28日

1月4日
（7月25日）（8月27日）（9月25日） （2月25日）（1月25日）（10月25日）（11月26日）（12月25日）

（12月17日）
※国民健康保険税・後期高齢者医療保険料介護保険料は、納期限と口座振替日が異なります。（ ）内の日付は口座振替日です。
※介護保険料においては、残高不足等で引き落としができなかった場合は、末日に再振替となります。

学 校 給 食 費
保育所保育料
幼稚園保育料
預かり保育料

5月10日 6月11日 7月10日 8月10日

 9 ：00～12：00 
13：30～16：30 
9 ：00～12：00
13：00～16：00

日　付 場　所 受付時間

4月20日 5月10日 6月11日 7月10日 8月10日
9月10日 10月10日 12月10日 1月10日 2月12日 3月11日11月12日

狂犬病予防注射は、飼い主の義務です！狂犬病予防注射は、飼い主の義務です！


